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【職業紹介】

職業紹介の意義
職業紹介とは、職業安定法（以下「法」という。）第４条第１項において、「①求人及び②求職の申込みを受

け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。

①求人者 ： 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
②求職者 ： 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
③雇用関係 ： 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる

使用・従属の法律関係をいいます。
④あっせん ： 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話を

することをいいます。

職業紹介への該当性
イ 自ら求人・求職を受理せず、求人・求職の申込みを勧誘する業務、職業紹介事業者に求人・求職を全

数送付する業務のみを行うことや、職業紹介事業者に対し、求人申込みの意向を持つ者がいる旨の情
報提供を行うことは、職業紹介に該当しません。

ロ いわゆるスカウト行為は、求人者に紹介するため求職者を探索した上で当該求職者に就職するよう
勧奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするものであり、これを事業として行う場合は、
職業紹介事業の許可等が必要です。

職業紹介事業の種類

有料職業紹介事業
営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業

紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、職業安定法（以下「法」といいます。）第30条第１項の厚生労
働大臣の許可を受けて行うことができます。

無料職業紹介事業
職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも手数料又は報酬等の対価を

受けないで行う職業紹介事業をいいます。無料職業紹介事業は、①一般の方が行う場合には法第33条の
規定により厚生労働大臣の許可を受けて、②学校教育法第１条の規定による学校、専修学校等の施設の
長が行う場合には法第33条の２の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、③商工会議所等特別の
法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の３の規定により
厚生労働大臣に届け出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。なお、地方公共団体は法
第29条の規定により無料職業紹介事業を行うことができます（厚生労働大臣への通知が必要です）。
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職業紹介業務の流れ

求職者職業紹介事業者求人者

【B】求人の申し込み
（法第５条の６）

P.13～15

【D】取扱職種の範囲等の明示
（法第32条の13、則第24条の５）

P.16

選 考

【E】労働条件の明示
（法第５条の３）

P.17～21

雇用関係成立

・求人受理
 ・求人管理簿への記載

【I】転職勧奨禁止 P.26

手数料の支払い

求人管理簿への記載

求人管理簿への記載

離職状況の確認・返戻金

求人管理簿への記載 求職管理簿への記載
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【C】求職の申し込み
（法第５条の７第１項）

P.16
・求職受理

 ・求職管理簿への記載

求人への応募

労働条件の変更明示

求職管理簿への記載

求職管理簿への記載

【H】有料職業紹介事業者が
徴収することができる手数料

の請求 P.24～26

手数料管理簿への記載

【F】求人等に関する情報の的
確な表示に関する事項 P.22

（法第５条の４）

【G】求職者等の個人情報の取
扱いに関する事項 P.23

（法第５条の５）

【A】職業紹介事業の運営 P.6～12

◆人材サービス総合サイトでの情報提供（法第32条の16第３項）…手数料に関する事項、返戻金に関する事項、職業紹介の

運営状況及び紹介手数料の実績（令和６年度常用就職数（４ヶ月以上の有期又は無期で雇用されること）11件以上の場合）

◆「有料職業紹介事業許可証」の備え付け

◆「手数料表」・「業務の運営に関する規程」・「返戻金制度に関する事項」の掲示又はインターネット等その他の適正な方法

による情報提供

◆求人求職管理簿、手数料管理簿の備え付け 他
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◆ 紹介予定派遣
・ 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣

労働者及び派遣先に対して、職業紹介（派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん）を
行い、又は行うことを予定してするものです。

・ 紹介予定派遣を行うと、派遣先・派遣労働者双方にとって、派遣期間中にお互いの見極めができ、
安定的な直接雇用につながりやすいというメリットがあります。

・ 紹介予定派遣では、通常の労働者派遣と異なり、
① 派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
② 派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定、
③ 派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為（派遣就業開始前の面接、履歴書の送付

等）を行うことができます。

職業紹介事業の概要
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◆ 国外にわたる職業紹介等について
・ 国外にわたる職業紹介については、職業安定法及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募

集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受
けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」において、必要な事項が定
められています。

・ 特に、平成31年４月１日より施行された｢出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一
部を改正する法律（平成30年法律第102号）｣（以下「改正入管法」という。）において、新たな在留
資格として「特定技能」が創設されましたが、「特定技能」の在留資格に関して国外にわたる職業
紹介を行うためには、他の在留資格と同様に、職業紹介事業の許可などが必要となります。

・ また、特定技能については、その他の在留資格と同様に、在留資格で認められている範囲内で
転職が可能であり、転職先のあっせんを行う場合にも職業紹介事業の許可などが必要となります。
既に職業紹介事業の許可などを取得している場合は、改めて取得する必要はありませんが、必
要に応じて相手先国や取次機関の届出などの手続を行ってください。

特定技能外国人材の受入れにあたっての許可の留意点
① 登録支援機関の認定を受けている場合

入管法に基づき登録支援機関の認定を受けている場合は、特定技能外国人材の受入れに
関する支援など（非自発的離職時の転職支援を含む）を行うことができます。ただし、登録支
援機関の認定を受けていても、職業紹介を行う場合には、別途職業紹介事業の許可などを取
得する必要があります。

② 監理団体の許可を受けた事業者が行うことができるのは、技能実習に関する雇用契約の成
立のあっせんです。このため、特定技能外国人材に関する職業紹介を行う場合には、別途職
業紹介の許可などを取得する必要があります。

◆ 有料職業紹介事業の取扱職業の範囲
有料職業紹介事業の対象とならない職業は次の①～③に掲げる職業です。（法第32条の11）

① 港湾運送業務（港湾労働法第２条第２号に規定する港湾運送の業務又は同条第１号に規定する
港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務をいう。）に就く
職業

② 建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又
はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。）に就く職業

③ その他、有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の
保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業。（ なお、この厚生労働省
令で定める職業は、現在定められていません。）
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◆ 求人情報・求職者情報の提供（募集情報等提供）と職業紹介の許可等が必要な場合の区分につい
て

・ ２０２２（令和４）年職業安定法の改正に伴い、２０２２（令和４）年10月１日から、「職業紹介事業者、求
人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労
働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針（平成11年労働省
告示第141号） (最終改正 令和４年厚生労働省告示第198号)」（以下、「指針」と言う。）において、求
人情報・求職者情報の提供が職業安定法第４条第１項に規定する「職業紹介」と第４条第６項に規定
する「募集情報等提供事業」のいずれに該当するか否かを判断するための区分が次のとおり明確化
されました。

・ 背景として、職業安定法第４条第１項では、「職業紹介」を「求人及び求職の申込みを受け、求人者
と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義しています。

・ したがって、求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用
関係の成立のあっせんを行わない場合は職業紹介には該当せず、これを業として行う場合にも法に
よる許可等の手続は必要ありません。（特定募集情報等提供事業に該当する場合には、届出が必要
となります。）

・ しかしながら、近年、求人情報・求職者情報の提供を行う事業の中には「職業紹介」に該当するか否
か容易に判断しがたい事例も存在することから区分例を明らかにしたものです。
職業紹介事業に係る適正な許可の取得については、令和４年６月１０日厚生労働省告示第１９８号に
下記のとおり示されています。

令和４年６月１０日厚生労働省告示第１９８号
第６ 職業紹介事業者の責務等に関する事項（法第33条の5）

６ 職業紹介事業に係る適正な許可の取得
（１） （略）
（２） 次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組

織により自動的に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業の許可等が必要であ
ること。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断し

          て、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うもので
          あり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである場合には、全体として
          職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が
          必要であること。

イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した
提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を
行うこと。

ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により
提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。

ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判
断により当該意思疎通に加工を行うこと。

◆ 職業紹介責任者の行う業務
職業紹介責任者は職業紹介に関し、労働関係法令等に関する最新の情報を把握しつつ、以下の事

項について統括管理するとともに、従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わなけ
ればなりません。なお、従業者に対する教育は責任者が自ら行うもののほか、外部の講習を受講させる
ものでも差し支えありません。

a 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
b 求人者の情報（職業紹介に係るものに限る。）及び求職者の個人情報の管理に関すること（職業紹

介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者
供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針
（以下、「指針」と言う。）第４）。

c 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹
介事業の業務の運営及び改善に関すること。

d 職業安定機関との連絡調整に関すること。
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◆ 厚労省人事労務マガジンの活用
職業紹介責任者は、厚生労働省ホームページに掲載される「厚労省人事労務マガジン」にて定期的に労

働関係法令等の改正に関する情報の把握に努めること。
併せて、最新号の掲載は厚生労働省公式Ｘ・Facebookで周知されるため、適宜これらの活用にも努める

こと。

◆ 事業所外での職業紹介
職業紹介事業者は、次のいずれにも該当する場合には、事業所以外の場所（以下「事業所外」という。）

で職業紹介事業を実施することができます。
ただし、一定の場所で恒常的に職業紹介事業を行う場合は、当該場所について、職業紹介事業を実施

する事業所として届出を行わなければなりません。
(ｲ) 職業紹介責任者が、当該事業所外にいる場合又は当該事業所外に速やかに到着できる体制が構

築されていること。
(ﾛ) 当該事業所外が、有料職業紹介事業許可基準の３(3)（事業所に関する要件）を満たす場所である

こと。

【Ａ】職業紹介事業の運営

◆人材サービス総合サイトでの情報提供（法第32条の16第3項）

１ 概要
職業紹介事業の許可を得、又は届出を行った事業所の情報については、厚生労働省の運営する
｢人材サービス総合サイト｣に掲載されることになります。このサイトは、従来労働局において紙にて

提供を行っていた労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可を得、又は届出を行っている事業所の
一覧を掲載しています。

経済・産業構造の変化や価値観の多様化など、企業・労働者双方のニーズを背景として就業の多
様化が進展している中にあって、職業紹介事業や労働者派遣事業等が適切に機能し、労働力の需
要供給の適正かつ円滑な調整を果たすことが求められたことにより、国として労働者の保護の仕組み
を強化するために設けられたものです。

２ 基本掲載事項
このサイトには、まず基本事項として、以下の①～⑨が掲載されます。

① 許可・届出受理番号
② 許可・届出受理年月日
③ 事業主名称
④ 事業所名称
⑤ 事業所所在地
⑥ 電話番号
⑦ 取扱職種の範囲等
⑧ 得意とする職種
⑨ 備考

３ 法第32条の16第３項に基づく情報提供
職業紹介事業者は、次表に掲げる事項（ニ及びホについては、有料職業紹介事業者に限る。）に

ついて、人材サービス総合サイトへ掲載することにより情報の提供を行わなければなりません。また、
必要に応じ、職業紹介事業者のホームページへの掲載等、インターネットと接続してする方法により
情報提供を行わなければなりません。次表に掲げる事項に加えて、求職者、求人者等が職業紹介事
業者等を選択する際に参考となる情報（職種ごと、地域ごと等の就職の状況、離職の理由等）も提供
することが望ましいとされています。

なお、インターネットへの接続環境がない職業紹介事業者にあっては、職業紹介事業者で構成す
る団体等に人材サービス総合サイトへの掲載を依頼し、当該団体等が掲載することをもって代えるこ
ととしても差し支えありません。

※ ①から⑦までは、労働局に申請した内容が自動的に反映
されるようになっています。

※ ⑧につきましては各事業所がサイトから掲載を申し込め
るようになっています。

※ ⑨については、事業所が職業紹介優良事業所認定を受
けている場合には認定マーク、行政処分を受けている場
合にはその内容等が掲載されることになります。
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内容 範囲

イ 当該職業紹介事業者の紹介により
就職した者（以下「就職者」という。）の

数及び就職者のうち期間の定めのない
労働契約を締結した者（以下「無期雇用
就職者」という。）の数

前年度の総数及び前年度の前四年度内
の各年度の総数（４月１日から９月３０日までの間は
前年度の総数、前年度の前五年度内の各年度の
総数）

ロ 無期雇用就職者のうち、離職した者
（解雇により離職した者及び就職した
日から６月経過後に離職した者を除
く。）の数

前年度の総数及び前年度の前四年度内
の各年度の総数（４月１日から９月３０日までの間は
前々年度（前年度の前年度を言う。）の総数及び
前々年度の前四年度内の各年度の総数）

ハ 無期雇用就職者のうち、ロに該当
するかどうか明らかでない者の数

前年度の総数及び前年度の前四年度内
の各年度の総数（４月１日から９月３０日までの間は
前々年度（前年度の前年度を言う。）の総数及び
前々年度の前四年度内の各年度の総数）

ニ 手数料に関する事項 その時点における情報

ホ 返戻金に関する事項 その時点における情報

※ イに掲げる情報については、

４月１日から４月30日までの間は前々年度の総数及び前々年度の前四年度内の各年度の総数に関
する情報と、ロ及びハに掲げる情報については、10月1日から12月31日までの間は前々年度の総数

及び前々年度の前四年度内の各年度の総数に関する情報とすることができます。
※ ニに掲げる情報には、

取扱職種ごとの常用就職（無期雇用又は４ヶ月以上の有期雇用）１件当たりの平均手数料率を含ん
だ数値としてください（令和７年４月からの追加事項）。

上限手数料及び届出制手数料について、求人者から徴収する手数料額と関係雇用主から徴収する
手数料額とを区分して管理している場合は、関係雇用主から徴収する手数料を除外して平均手数料
率を算出してください。



４ 情報提供に関する留意事項
職業紹介事業者は、３の情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が３のロに掲げる者に該当

するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければ
なりません。

ただし、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であって、無期雇用就職者のうち返
戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により３のロに掲げる

者の数を集計する場合は、調査は不要です。

５ 職業安定法施行規則の一部を改正する省令の施行による情報提供期間の延長
職業紹介事業者に対して厚生労働省の「人材サービス総合サイト」上での情報提供を義務づけてい

る事業所ごとの離職状況について、令和５年１０月２３日付職業安定法施行規則の一部を改正する省
令の施行に伴い、令和５年度中に離職者数の情報提供期間が２年から５年へ延長されました。

これを踏まえ、有料職業紹介事業者がインターネットを利用して提供しなければならない情報である
就職者総数及び無期雇用就職者総数並びに無期雇用離職者総数等について、情報提供の期間を２
年から５年に延長したものです。無料職業紹介事業者についても、同様の措置を講ずることとされてい
ます。

※ なお、この情報提供期間の延長により、事業者に離職者数等のデータの再入力を求めているも
のではありません。
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６  法第 32 条の 16 第３項に基づく情報提供の方法
（１） 人材サービス総合サイトを開き、トップ画面の「掲載の申込・職業紹介事業」ボタンを押下すると認

証画面が開きます。
（２） 認証画面において、許可時に労働局より配布されたＩＤ及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタン

を押下すると、事業者確認画面が開きます。
（３） 事業者確認画面において、許可・届出受理番号及び許可届出受理年月日、事業主名称が表示さ

れます。表示された内容が正しければ「申込」ボタンを押下して ください。入力画面が開きます。
（４） 入力画面において、職業紹介実績や紹介手数料の実績については数値を入力し、手数料や返戻

金制度に関する事項については、自社のホームページ等の URL を入力するか、内容を PDF 化した
ものをアップロード（その際、「PDF」を選択）してください。 （トップ画面「職業紹介事業の運営「法第32
条の16第３項に関する事項（情報提供）」についての入力事例のご紹介はこちら！ 」の「手数料に関
する事項」、「返戻金制度に関する事項」部分）

（５） 入力画面において「申込」ボタンを押下すると、入力内容確認画面が開きます。
（６） 確認画面において「申込」ボタンを押下すると、人材サービス総合サイトに入力内容が反映されま

す。
（次ページ 画面解説参照）



６ページ（２）のうち⑧・⑨や事業所のＵＲＬの
情報の掲載の申込みは、こちらからできます。

このボタンをクリックすると、ログイン画面が開
きます。（ＩＤ・パスワード入力必須）

9

（人材サービス総合サイト 画面解説）

入力事例や
入力（ログイン）はこちらを
ご参照ください
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◆ 「有料職業紹介事業許可証」の備え付け（法第32条の４）
インターネットの利用その他の適切な方法で公開することができるようになりました。
なお、掲示によって公開しない場合においても、許可証を事業所ごとに備え付けるとともに、関係者

から請求があったときは提示しなければならないとされていますので、注意が必要です。

◆ 「手数料表」・「業務の運営に関する規程」・「返戻金制度に関する事項」の掲示又はインターネット等
その他の適正な方法による情報提供（法32条の13、則第24条の５）
２０２４（令和６）年４月１日職業安定法施行規則改正により情報提供の方法が、事業所内の掲示に

限らず、サービスの利用者が、事業者のサービスを実際に利用する前までに明示されるインターネッ
ト等その他の適正な方法によって情報の提供を行うことができるようになりました。

（例） ● 求人企業の担当者との面談に当たって、書面の交付や掲示等で提供する。
● オンラインの場合はメール等で提供する。
● 自社HP等のわかりやすい場所にあらかじめ掲載する。

又は、自社HP等を経由したサービスの利用案内において、利用規約等の確認を求める
タイミングに併せて提供する。

● 返戻金制度がない場合でも、無い旨の掲示が必要であるため、手数料表への記載（反
映）をすることもよいとされています。

※ 人材サービス総合サイト上での情報提供は引き続き必要です。

◆ 職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類（法第32条の15）
１ 有料職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類

● 求人求職管理簿 （求人管理簿及び求職管理簿）
● 手数料管理簿

なお、企業説明会等において求人者又は求職者の情報を収集した場合であっても、求人・求職
の申込みに至らない場合には、求人求職管理簿に３に定める事項の記載は不要です。

ただし、企業説明会等の終了後に当該求人者又は求職者に係る職業紹介を行う場合には、改め
て求人又は求職の申込みを受理するとともに、求人求職管理簿に３で定める事項を記載しなけれ
ばなりません。

また、収集した求職者の情報に個人情報が含まれる場合には、法第５条の５に基づき、適切に取
り扱うことが求められます。

２ 無料職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類
●求人求職管理簿 （求人管理簿及び求職管理簿）

※１のなお書き以下同様の取り扱い

３ 職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類
以下（１）及び（２）の帳簿書類について、備え付けをし、記載しておかなければなりません。ただし、

様式については任意のものを使用して差し支えありません。
紹介実績の有無にかかわらず備え付けは必要です。

（１） 求人求職管理簿
イ 求人に関する事項 （参考例：P．３４）

① 求人者の氏名又は名称
求人者が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載すること。この場合、求人者が複

数の事業所を有するときは、求人の申込み及び採用選考の主体となっている事業所の名称を
記載してください。

② 求人者の所在地
求人者の所在地を記載してください。

③ 求人に係る連絡先
求人者において、求人及び採用選考に関し必要な連絡を行う際の担当者の氏名及び連絡

先電話番号等を記載してください。



④ 求人受付年月日
求人を受け付けた年月日を記載してください。
なお、同一の求人者から、複数の求人を同一の日に受け付ける場合で、受付が同時では

ない場合は、その旨記載してください。
⑤ 求人の有効期間

求人の取扱に当たって、有効期間がある場合は、当該有効期間を記載するとともに、有効
期間が終了した都度、その旨記載すること。なお、有効期間については、事前に求人者に説
明しておいてください。

⑥ 求人数
当該求人として、募集する労働者の人数を記載してください。

⑦ 求人に係る職種
当該求人により雇い入れようとする労働者が従事する業務の職種を記載してください。

⑧ 求人に係る就業場所
当該求人により雇い入れようとする労働者が業務に従事する場所を記載してください。

⑨ 求人に係る雇用期間
当該求人により雇い入れようとする労働者の雇用期間を記載してください。

⑩ 求人に係る賃金
当該求人により雇い入れようとする労働者の賃金を記載すること。求人管理簿上に記載さ

れた賃金が、求人によって支払単位が異なるときには、時給、日給、月給等が判別できるよう
に記載してください。

なお、雇用する労働者の能力等によって、賃金額が異なる場合については、下限額及び
上限額を記載することでも差し支えありません。

また、賃金額が都道府県ごとに設定されている最低賃金額を満たしているか留意してくださ
い。

⑪ 職業紹介の取扱状況
・ 当該求人に求職者をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求職者の氏名、採用・

不採用の別を記載することとし、採用された場合は採用年月日、期間の定めのない労働契
約を締結した者（以下「無期雇用就職者」という。）である場合はその旨、転職勧奨が禁止さ
れる期間（採用年月日から、採用年月日の２年後の応当日の前日までの間）及び無期雇用
就職者の離職状況も記載してください。

・ 無期雇用就職者の離職状況については、以下のa又はbのいずれかについて記載してく
ださい。
a ６か月以内に離職（解雇を除く。）したか否か又は離職状況の確認のための調査により

離職状況が判明しなかった場合にはその旨、並びに調査を行った日及び調査方法
b ６か月以内の離職により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か

ロ 求職に関する事項（参考例：P．３５）
① 求職者の氏名

求職者の氏名を記載してください。
② 求職者の住所

求職者の住所を記載してください。
③ 求職者の生年月日

求職者の生年月日を記載してください。年齢によっては、労働基準法上、就業に関する制限
があるので留意してください。

④ 求職者の希望職種
求職者の希望職種を記載してください。求職者の希望職種によっては、受付手数料を徴収

することも可能です。
⑤ 求職受付年月日

求職を受け付けた年月日を記載してください。
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⑥ 求職の有効期間
求職の取扱に当たって、有効期間がある場合は、当該有効期間を記載するとともに、有効期間が

終了した都度、その旨記載すること。なお、有効期間については、事前に求職者に説明してくださ
い。

⑦ 職業紹介の取扱状況
・ 当該求職者に求人をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求人者の氏名又は名称

（当該求人者からの求人が複数ある場合は、求人が特定できるようにしておくこと。）、採用・不採
用の別を記載することとし、採用された場合は採用年月日、無期雇用就職者である場合はその
旨、転職勧奨が禁止される期間（採用年月日から、採用年月日の２年後の応当日の前日までの
間）及び無期雇用就職者の離職状況も記載してください。

・ 無期雇用就職者の離職状況については、以下のa又はbのいずれかについて記載してくだ
さい。
a ６箇月以内に離職（解雇を除く。）したか否か又は離職状況の確認のための調査により離職

状況が判明しなかった場合にはその旨、並びに調査を行った日及び調査方法
b ６箇月以内の離職により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か

（２） 手数料管理簿（参考例：P．３５）
① 手数料を支払う者の氏名又は名称

求人者、関係雇用主又は求職者のうちの手数料の支払いを行う者について、個人の場合は氏名
を、法人の場合は名称を記載すること。なお、求人者又は関係雇用主が複数の事業所を有するとき
は、求人申込み等の主体となっている事業所の名称を記載してください。

② 徴収年月日
手数料の支払いが行われた年月日を記載してください。

③ 手数料の種類
求人受付手数料、求職受付手数料、求職者手数料、紹介手数料等の種類を記載してください。

④ 手数料の額
徴収した手数料の額（消費税込み）を記載すること。第二種特別加入保険料を徴収している場合

はその額がわかるよう記載してください。
⑤ 手数料の算出の根拠

手数料の算出根拠となった賃金、割合等がわかるように記載してください。

４ 帳簿書類の保存期間
保存期間は、求人求職管理簿については求人又は求職の有効期間の終了後、手数料管理簿につい

ては手数料の徴収完了後、２年間です。
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【B】求人の申込み（法第５条の６）

◆ 職業紹介事業者は、法第５条の６において、求人の申込みは全て受理しなければならないこととされて
いますが、次に掲げる場合については、求人の申込みを受理しないことができます。（法第 32 条の11で規
定する取扱職業の範囲及び法第32条の12で規定する取扱職種の範囲等の範囲内で適用）

（参考例：P．３２）
１ 申込みの内容が法令に違反するとき
２ 申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適

当であると認められるとき
３ 求人者が労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく 処

分、公表その他の措置が講じられた者（厚生労働省令で定める場合に限る。）であるとき
４ 求人者が法第５条の３第２項の規定による明示を行わないとき
５ 求人者が次に掲げるいずれかの者であるとき

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号 に
規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

（２） 法人であって、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 をい
い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務 を執行
する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら
れる者を含む。）のうちに暴力団員があるもの

（３）  暴力団員がその事業活動を支配する者
６ 求人者が正当な理由なく法第５条の６第２項の規定による報告の求めに応じないとき。この場合

における「正当な理由」とは、求人者にとって不可抗力かつ突発的な理由で生じたものであって、
求人者が社会通念上取るべき必要な措置をもってしても対応できないものをいうものであること。

また、職業紹介事業者は、イからヘに該当することにより求人の申込みを受理しないとき は、求
人者に対し、その理由を説明しなければなりません（職業安定法施行規則４条の５第４項）。

求人の受理に係る留意事項
（１） 原則として、求人者に対し、求人の申込みが法第５条の６第１項各号のいずれかに該当するか否

かを自己申告させるべきこと（指針第６の２(1)） 。
★ 求人者に対して自己申告を求める方法については、求職者等とのトラブル防止のため、 求人

者からの自己申告の内容を事後的に確認できるよう、書面又は電子メール等により行うことが望ま
しいとされています。

次ページの「自己申告書」様式例参照
★ 求人者からの自己申告は、求人の申込みごと（一度に複数の求人の申込みがあった場合は、

当該複数の求人の申込みごと）に行うことを原則とすること。
★ 労働基準法、最低賃金法などによる送検・公表などの情報や、職業安定法、男女雇用機会

均等法、育児・介護休業法による公表などの情報は、厚生労働省ホームページにおいてまとめて
います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

（２） 求人の申込みが求人不受理の要件に該当することを知った場合には、求人の申込みを受理しな
いことが望ましいとされています（指針第６の２(2)） 。

なお、求人者が正当な理由なく自己申告に応じない場合には、求人者が法第５条の６第３項違反とな
り、職業紹介事業者は、同条第１項第６号により、当該求人者からの求人の申込みを受理しないことが
できます。
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職業紹介事業者は、法第５条の７第１項において、求職の申込みは全て受理しなければならないこととさ
れています。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができます。（取扱
職業の範囲及び取扱職種の範囲等の範囲内で適用） 職業紹介事業者は、求職の申込みを受理しないとき
は、求職者に対し、その理由を説明 しなければなりません（則第４条の６）。

【C】求職の申込み（法第５条の７第１項）
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【D】取扱職種の範囲等の明示等（法第32条の13及び則第24条の５）

次に掲げるものについて、求人者及び求職者に対して、原則として求人の申込み又は求職の申込みを
受理した後、速やかに書面の交付、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法により明
示しなければなりません。（参考例：P．３１）

◆ 取扱職種の範囲等
◆ 手数料に関する事項

求職者から徴収する手数料に関する事項及び求人者から徴収する手数料に関する事項であり、求職
者に対しては、求職者から徴収する手数料だけでなく、求人者から徴収する手数料についても明示し
なければならず、求人者に対しても同様に、求職者から徴収する手数料についても明示しなければなり
ません。

具体的には、手数料表を明示することとなりますが、求職受付手数料を徴収する事業所にあっては、
この中に当該手数料を徴収することとなる職業（芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又は
マネキン）及び当該手数料を徴収する旨が記載されている必要があります。

◆ 苦情の処理に関する事項
◆ 求人者の情報（職業紹介に係るものに限ります。）及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
◆ 返戻金制度に関する事項 ※制度がない場合も「無」を明示する必要があること

 ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめこれらの方法によることができない
場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限り
ではありません。

なお、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法が認められるのは、書面の交付を
受けるべき者がファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法（ファクシミリ又は電子メール
等の受信者がプリントアウトできるものに限る。以下同じ。）を希望し、かつ、ファクシミリを利用する方法に
ついてはファクシミリ装置により受信したときに、電子メール等を利用する方法については明示を受けるべ
き者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された場合に限られます。

この場合において、書面の交付を受けるべき者がファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用
する方法を希望するときは、当該方法を希望する旨及び希望する電子メール等の方式（電子メール・SNS
メッセージ等の電気通信方式、添付ファイルを使用する場合のソフトウェアの形式及びバージョン等）を書
面の交付を行うべきものに対して明示することによるものとします。

求人者に対する違約金規約を設けている場合
違約金規約を設けている場合、令和７年４月１日以降に求人者から求人の申込みがあった際には、違

約金の額、違約金が発生する条件及び解除方法を含む契約内容についても明示が必要です。
・ 分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適正な方法により、あらかじめ求

人者に誤解がないように明示してください。
・ 契約の内容には、本人が採用辞退後別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や利用契約

の更新に関するルールも含まれます。



【E】労働条件等の明示（法第５条の３、則第４条の２第３項）

◆ 労働条件等の明示の内容（則第４条の２第３項）
職業紹介事業者が求職者に対して行う労働条件等の明示は、次に掲げる事項が明らかとなる書面の交付

の方法、ファクシミリを利用する方法又は電子メール等を利用する方法により行う必要があります。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめこれらの方法により明示することがで

きない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この
限りではありません。（参考例：P．３３）

１ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

※「従事すべき業務の変更の範囲」追加

２ 労働契約の期間に関する事項（期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間）

※「有期雇用契約を更新する場合の基準（通算契約期間または更新回数の上限を含む）」追加

３ 試みの使用期間（以下「試用期間」という。）に関する事項

（試用期間の有無、試用期間があるときはその期間）

４ 就業の場所に関する事項

※「就業場所の変更の範囲」追加

５ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

６ 賃金（臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第８条各号に掲げる賃金を除く。）の

額に関する事項

７ 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者

災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項

８ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

９ 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨（労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合に限

る。）

１０ 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

令和６年４月１日より職業安定法施行規則が改定され、明示しなければならない労働条件の上記１、２、４
の事項に※下線部の内容が追加されました。

● 「従事すべき業務の変更の範囲」
● 「有期雇用契約を更新する場合の基準（通算契約期間または更新回数の上限を含む）」

   ● 「就業場所の変更の範囲」
なお、 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締

結する労働契約の期間中における変更の範囲をいいます。
※ 詳細及び記載例は次ページを参照してください。
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◆ 労働条件等明示にあたっての留意点
１ 職業紹介事業者は、求職者に対して、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件（以

下「従事すべき業務の内容等」という。）を可能な限り速やかに明示するとともに、次に掲げるところによらなけ
ればなりません（指針第３参照）。

（１） 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。
（２） 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日

等について明示すること。また、以下の場合もそれぞれ明示すること。
労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３８条の３第１項の規定により同項第２号に掲げる時間労働し

たものとみなす場合又は同法第３８条の４第１項の規定により同項第３号に掲げる時間労働したものとみ
なす場合は、その旨を明示すること。

同法第４１条の２第１項の同意をした場合に、同項の規定により労働する労働者として業務に従事す
ることとなるときは、その旨を明示すること。

（３） 賃金に関しては、賃金形態（月給、日給、時給等の区分）、基本給、定額的に支払われる手当、通勤
手当、昇給に関する事項等について明示すること。

また、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととす
る労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外
労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（以下この(ﾊ)において「固定残業
代」という。）に係る計算方法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（以下この(ﾊ)にお
いて「固定残業時間」という。）及び金額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を除外した基本給の
額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払
うこと等を明示すること。

（４） 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試用期間の性質を有するもので
あっても、当該試用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試用期間に係る従事す
べき業務の内容等を明示すること。
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２ 職業紹介事業者は、従事すべき業務の内容等を明示するにあたっては、次に掲げるところ
によらなければなりません。

（１） 原則として、求職者と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。
「最初に接触する時点」とは、面接、メール、電話などにより、職業紹介事業者と求職者との間で意思

疎通（面接の日程調整に関する連絡等を除く。）が発生する時点をいうものであること。
（２） 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せ

て明示すること。

３ 職業紹介事業者は、従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮してくだ
さい。

（１） 求職者に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能な限り
限定すること。

（２） 求職者が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示
すること。

（３） 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることとなる
可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明示した内
容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者に速やかに知らせること。



◆ 裁量労働制求人に係る留意点
裁量労働制求人の申込みがあった場合は、裁量労働制求人であること、適用される制度（専門業務

型裁量労働制か企画業務型裁量労働制か）及び何時間分働いたものとみなすかについても明示を求
め、求職者に対してそれを明示することが必要です。

１ 具体的には、就業時間を明示するに当たって、例えば、「裁量労働制（○○業務型）」により、
出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したものとみなす」などと記入するよう求めること。

２ 裁量労働制においては、労使協定等を所管労働基準監督署長に届け出ることが必要とされて
いるため、求人者より裁量労働制の求人申込みがあった場合は、求人者に対し、労使協定等の

内容が申込み内容と一致していること及び労働基準監督署に届出済であることの確認を行うこと。
確認の結果、労使協定等と申込み内容との間に不一致が生じている場合は、申込み内容に関

する疑義や不明点等について求人者に十分に確認を行い、訂正が必要な場合には求人者に対
し申込み内容の見直しを求める等適切な対応を行うこと。

３ 裁量労働制を適用するに当たっては、専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制そ
れぞれの要件を満たしていることが必要であり、求人申込みに記載された業務が法律上の裁量
労働制の対象業務として認められているものであるかどうかについても確認すること。

４ 裁量労働制においては、時間配分決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととされてお
り、始業・終業時刻を指定し、当該始業・終業時刻での労働を義務付けている場合には、労働時
間の配分等を労働者に委ねているとはいえず、裁量労働制の適用として不適切であること。

「専門業務型」
業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務

の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な業
務として法令に定められた一定の業務の範囲内で対象業務を労使協定で定め（※）、実際に
対象業務に労働者を就かせたときに、労使協定であらかじめ定めた時間働いたものとみなす
制度です。 ※ この労使協定は、労働基準監督署に届け出ることが必要です。

「企画業務型」
事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務であって、業務の性質

上これを適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある
ため、業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことと
する業務を労使委員会の決議により定め （※）、対象業務を適切に遂行するための知識、経
験等を有する労働者を当該業務に就かせたときに、労使委員会であらかじめ定めた時間働
いたものとみなす制度です。

 ※ この労使委員会の決議は、労働基準監督署に届け出なければ効力を有しません。

◆ 高度プロフェッショナル制度求人に係る留意点
同意した場合に高度プロフェッショナル制度が適用される求人の申込みがあった場合は、その旨を求

職者に対して明示することが必要です。
１ 具体的には、就業時間等を明示するに当たって、高度プロフェッショナル制度が適用されない場

合の就業時間等を明示するとともに、例えば、「高度プロフェッショナル制度の適用について同意し
た場合には本人の決定に委ねられ、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金の規定は適用さ
れない」などと記入するよう求めること。

２ 高度プロフェッショナル制度が労働者に適用されるに当たっては、労使委員会の決議を所管の
労働基準監督署長に届け出ることが必要とされているため、求人者から該当する求人の申込み

があった場合は、求人者に対し、労使委員会の決議を労働基準監督署に届出済であることの確
認を行うこと。

３ 高度プロフェッショナル制度が適用されるに当たっては、業務の内容や賃金が労働基準法等に
おいて定められた要件を満たしていることが必要であり、求人の申込みに記載された業務が対象業
務として認められているものであるかどうか等についても確認すること。

４ 求人の申込みの際、同意した場合に高度プロフェッショナル制度が適用される旨の明示が行わ
れた場合であっても、実際に制度が適用されるためには、労働基準法の規定により本人の同意を得
なければならず、明示されたことをもって求職者が同意したと解されるものではないこと。
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◆ 試用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なる
場合
試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異なるときは、それぞれの従事すべ

き業務の内容等を示すことにより行わなければなりません。

◆ 常用目的紹介（有期雇用契約終了後の常用雇用契約締結を目的とする職業紹介）に係る留意事項
１ 常用目的紹介に当たっての法第５条の３に基づく労働条件の明示については、求職者に係る労

働条件が最初に設定されることとなる有期雇用契約について行わなければなりません。
２ 求職者が有期雇用契約後の常用雇用契約において予定される求人条件（以下「予定求人条件」

という。）の提示を希望する場合には、当事者の計画的対応を可能にするとともに、トラブル発生の
未然防止に資することとなることから、予定求人条件について、以下の事項を記載した書面を交付
して提示すべきです。

① 予定求人条件は職業安定法第５条の３に基づき明示するものではないこと
② 予定求人条件はあくまで予定であり、常用雇用契約が締結されないことがあり、かつ、締結

された場合でも、その内容が異なるものになる可能性があること
③ 予定求人条件の内容 （例えば、当該企業における同種の労働者に係る労働条件等、中途

採用者の初年度の労働条件等が考えられます。）
３ 常用雇用契約はあくまで有期雇用契約後に締結されるものであることから、試用期間を設けるこ

とは適当ではありません。
４ 雇用主（求人者）が有期雇用契約の終了後の常用雇用契約の締結を拒否する場合は、その理

由を労働者（求職者）に明示することが適当です。
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【F】求人等に関する情報の的確な表示に関する事項（法第５条の４）

22

求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、
「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」の改正が2022（令和４）年10月１日に行われました。

◆ 求人等に関する情報の的確な表示の義務

対象となる情報
 ・ 広告や連絡手段を通じて提供される求人情報・求職者情報が幅広く対象となります。

・ 求人の労働条件を特定の求職者に明示するよりも前に、ウェブサイト等を通じて求職者に提供す
る求人情報が対象です。

対象の広告・連絡手段
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、
電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送（テレビ・ラジオ等）、オンデマンド放送等

正確かつ最新の内容に保つ措置
求人情報・求職者情報を正確かつ最新の内容に保つため、以下の措置を講じなければなりません。

事業の実績に関する情報
職業紹介事業に関する実績も、例えば以下のような表示をしないようにする必要があります。

虚偽の表示の禁止
以下のような場合は虚偽の表示に該当する場合があります。

なお、虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせ
る表示に該当しますのでご留意ください。

また、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供するこ
とが望ましいものです。

● 各事業所に対して、求人等に関する①～⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられました。
① 求人情報 ② 求職者情報 ③ 求人企業に関する情報
④ 自社に関する情報 ⑤事業の実績に関する情報

● 虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
● 求人情報、求職者情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。

×

・ 実際の取扱い求人件数が1000件程度のところを、1万件程度あると表示する。
・ 全く根拠なく顧客満足度が高い旨を表示する。
・ 様々な仮定を置いた上で就職決定率を算出・表示する一方で、その仮定を表示して

いない、非常に見えにくい状態にしている。

×

・ 実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
・ 「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。
・ 実際の賃金よりも高額な賃金の求人として掲載する。
・ 所謂おとり求人として、実際には紹介できない求人を掲載する。



【G】求職者等の個人情報の取扱いに関する事項（法第５条の５）

23

職業紹介事業者は、法第５条の５第１項の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、収集さ
れた求職者等の個人情報がどのように保管され、又は使用されるのか、求職者が一般的かつ合理的に
想定できる程度に具体的に明示する必要があります。

明示に当たっての留意点
● 個人情報の使用や保管に係る技術的な詳細を明示することは求められないが、業務上、通常想

定されない第三者に個人情報を提供する場合や、第三者に保管を依頼する場合はその旨を明示
する必要があること。

● インターネットの利用その他の適切な方法により明示すること。自社の ホームページ等に掲載する
ほか、対面での職業紹介を行っている場合には、書面の交付・ 掲示等により業務の目的を明示す
る方法、メールなどの利用により業務の目的を明示する 方法等が認められ、いずれの方法による
場合でも求職者に理解される方法を選択する 必要があること。

● 職業紹介事業者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところに
より、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集
してはならないこと。

ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、
収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。

１ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれの あ
る事項

２ 思想及び信条
 ３  労働組合への加入状況

● 上記１～３については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当する。
１関係・・ （１） 家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理

を適切に実施するために必要なものを除く。）
（２） 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報

２関係・・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
３関係・・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

● 職業紹介事業者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の下 で本
人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、
適法かつ公正なものによらなければならないこと。

× ・「職業紹介事業のために使用します。」とのみ表示

○
・「職業紹介で応募を希望する求人先に応募情報を提供する際に使用するため」と表示
・「求人情報に関するメールマガジンを配信するため」と表示
・「職業紹介で求職者に開示の許諾を得た業務提携先に提供する際に使用するため」と表示



【H】有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料の請求

◆ 原則
有料職業紹介事業を行う者は、法第32条の３第１項第１号（受付手数料、上限制手数料及び第二種特

別加入保険料に充てるべき手数料）及び第２号（届出制手数料）並びに第２項（求職者手数料）並びに則
第20条第４項（第二種特別加入保険料に充てるべき手数料）並びに則附則第４項（経過措置による求職
受付手数料）に係る手数料のほか、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬
を受けてはいけません。なお、一の事業者が取扱分野に応じて上限制手数料と届出制手数料とを併用す
ることは差し支えありません（ただし、同一の者に対して併用して徴収することはできません。）。

◆ 受付手数料
１ 求人受付手数料

求人の申込みを受理した場合は、１件につき710円を限度として、求人者から受付手数料を徴収す
ることができます。これについては、手数料表の届出は不要であり、(3)の上限制手数料と組み合わせ
て徴収することとなっています。このため、この求人受付手数料と(4)の届出制手数料を組み合わせて
徴収することはできません。ただし、消費税法第９条第１項本文適用事業者（以下「免税事業者」とい
う。）は、１件につき660円が限度となっています。

２ 求職受付手数料（経過措置）
芸能家、家政婦（夫）、配ぜん人、調理師、モデル又はマネキンの職業に係る求職者から求職の申

し込みを受理した場合は、当分の間１件につき710円（免税事業者は660円）を限度として、求職者か
ら受付手数料を徴収することができます。（法第32条の３第２項ただし書き、則附則第４項）。ただし、
同一の求職者に係る求職の申込みの受理が、１箇月間に３件を超える場合にあっては、１箇月につき
３件分に相当する額を限度とします。

（注） 取扱職種の範囲等の定めとの関連
取扱職種の範囲等の定めとの関連で、求職受付手数料については、「求職受付時点におけるも

の」とされており、複数の職業を扱う事業所の場合、当該手数料を徴収できる６職業の限定的受付
であることを特定しておく必要があります。例えば、「家政婦(夫)の職業」と「販売の職業」を扱う場合
にあっては、前者の求職者を特定する必要があり、例えば求職票について「家政婦(夫)の職業」と
「販売の職業」といったような限定を行わない場合、求職受付手数料は徴収できません。

◆ 上限制手数料
１ 徴収手続等

（１） 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降、求人者又は関係雇用主（求職者の再就職を援助し
ようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者。以下同じ）から徴収することができます。

（２） 手数料を支払う者に対し、必要な清算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求
人の申込み受理以降又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込み受
理以降徴収することができます。

（３） 手数料の最高額は、求人者及び関係雇用主の双方から徴収しようとする場合にあっては、その
合計について適用されます。

２ 手数料の最高額
次の額を限度として徴収することができます。

（１） 支払われた賃金額の100分の11（免税事業者は10.3）に相当する額（次の（２）及び（３）の場合を
除く。）

（２） 同一の者に引き続き６箇月を超えて雇用された場合（次の(ﾊ)の場合を除く。）にあっては、６箇月
間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11（免税事業者は10.3）に相当する額

（３） 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き６箇月を超えて雇用された場合にあっ
ては、次のイ及びロのうちいずれか大きい額
イ ６箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11（免税事業者は10.3）に相

当する額
ロ ６箇月間の雇用について支払われた賃金額から、臨時に支払われる賃金及び３箇月を超える期

間ごとに支払われる賃金を除いた額の100分の14.8（免税業者は13.9）に相当する額
24



◆ 届出制手数料
１ 徴収手続等

（１） 求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理
した時以降、手数料表に基づく者から徴収することができます。

（２） 手数料の額は、手数料表に基づく複数の者から徴収しようとする場合にあっては、その合計につ
いて適用されます。

２ 手数料の額
厚生労働大臣に届け出た手数料表の額を徴収することができます。ただし、届け出された手数料表

に基づく手数料が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき又は手数料の種類、額
その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより当該手数料が著しく不当であると認
められるときは、変更命令が発出されます。（法第32条の３第４項）。

◆ 求職者手数料
１ 徴収の対象となる役務

「芸能家」及び「モデル」の職業並びに「経営管理者」、「科学技術者」及び「熟練技能者」の職業に
ついて、その求職者より徴収できます。ただし、「経営管理者」、「科学技術者」及び「熟練技能者」の
職業に係る求職者については、紹介により就職したこれらの職業に係る賃金の額が、年収700万円又
はこれに相当する額を超える場合に限られます。

「これに相当する額を超える場合」については、例えば、短期の雇用契約が締結された場合で、月
収60万円のときは、年収に換算すると720万円となり、「これに相当する額を超える場合」となります。

２ 徴収手続等
上記「◆上限制手数料」の求人者等に対する上限制手数料と同様の手続きにより、また同じ限度額

の範囲内で徴収できます。(ただし、上記「◆上限制手数料」の２の（３）のロの額を徴収することはでき
ません。）

◆ 常用目的紹介（有期雇用契約終了後の常用雇用契約締結を目的とする職業紹介）にかかる手数料の
取扱い

1 当初求人者と求職者との間で有期雇用契約が締結された場合及び当該契約の終了後改めて当該契
約に引き続く契約として常用雇用契約が締結された場合のそれぞれの契約に係る手数料は、次のとお
りです。
（１） 有料職業紹介事業者が上限制手数料を採用している場合は、手数料の最高額の範囲内の手数

料とすることができます。
（２） 有料職業紹介事業者が届出制手数料を採用している場合は、届出を行った手数料表に基づく

手数料とすることができます。なお、この場合において、有期雇用契約に係る雇用期間が６箇月で
あるときの手数料表としては、例えば、次のようなものが考えられます。
イ 当初の有期雇用契約については、支払われた賃金の一定割合に相当する額とする。
ロ 常用雇用契約については、当初の職業紹介から６箇月経過後１年経過時点までの間に支払わ

れた賃金の一定割合に相当する額とする。なお、常用雇用契約に係る手数料は、有期雇用契
約終了後に常用雇用契約が締結される場合について設定されるものです。

２ 常用目的紹介については、手数料のほか、以下の点に留意する必要があります。
（１） 常用目的紹介に当たっての法第５条の３に基づく労働条件の明示については、求職者に係る労

働条件が最初に設定されることとなる有期雇用契約について行わなければなりません。
（２） 求職者が有期雇用契約後の常用雇用契約において予定される求人条件（以下「予定求人条件」

という。）の提示を希望する場合には、当事者の計画的対応を可能にするとともに、トラブル発生の
未然防止に資することとなることから、予定求人条件について、以下の事項を記載した書面を交付
して提示すべきです。
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イ 予定求人条件は職業安定法第５条の３に基づき明示するものではないこと
ロ 予定求人条件はあくまで予定であり、常用雇用契約が締結されないことがあり、かつ、締結された場

合でも、その内容が異なるものになる可能性があること
ハ 予定求人条件の内容（例えば、当該企業における同種の労働者に係る労働条件等、中途採用者

の初年度の労働条件等が考えられる。）なお、法第５条の３に基づく労働条件の明示は常用雇用契
約を対象とはしていないことから、予定求人条件は法第５条の３に基づく明示するものとはならないも
のです。

３ 常用雇用契約はあくまで有期雇用契約後に締結されるものであることから、試用期間を設けることは適当
ではありません。

４ 雇用主（求人者）が有期雇用契約の終了後の常用雇用契約の締結を拒否する場合は、その理由を労働
者（求職者）に明示することが適当です。

26

【I】職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項

◆ 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項（指針第６－５）
１ 職業紹介事業者は、その紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限

る。）に対し、当該就職した日から２年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。
２ 有料職業紹介事業者は、返戻金制度（則第24条の５第１項第２号に規定する返戻金制度をいう。

以下同じ。）を設けることが望ましいこと。
３ 有料職業紹介事業者は、法第32条の13の規定に基づき求職者に対して手数料に関する事項を明

示する場合、求職者から徴収する手数料に関する事項及び求人者から徴収する手数料に関する事
項を明示しなければならないこと。

また、職業紹介事業者は、同条の規定に基づき、返戻金制度に関する事項について、求人者及び
求職者に対し、明示しなければならないこと。

◆ 適正な宣伝広告等に関する事項（指針第６－９）
１ 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない職業紹介事業者は、これと誤認させる名称を用い

てはならないこと。
２ 職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、不当景品類及び不当表示防止法（ 昭和

37 年法律第 134 号）の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、合理的な選択を阻害す
るおそれがある不当な表示をしてはならないこと。

３ 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就
くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、
職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他
これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することで行ってはな
らないこと。

なお、交通費の実費支給を行うことや、軽微な物品提供等、社会通念上相当と認められる程度の
金銭等の支給ま で問題とされるものではない。

上記の判断は個別具体的な状況によって異なるため、当該支給の趣旨及び目的か転職を促すも
のといえるかどうか等を踏まえ、総合的に判断されることとなる。

４ 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する
求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方
法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子
メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示すること。

ただし、口頭によるもののほか、ホームページの当該箇所を教示する等当該求人者が同一文面を
再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。

◆ 指針に規定されている「転職勧奨禁止」及び「お祝い金等の提供の禁止」が許可条件に追加され
たこと。 （令和７年１月１日施行。次ページのリーフレット参照）
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最近の職業安定法及び関係法令等の
主な改正内容について（令和３年４月施行以降）

【１】令和３年４月１日施行
○「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申込みの勧奨を行うことの禁止し

ました。

【２】令和４年４月１日施行
○求人の申込みを受理しないことができる場合が追加されました。

・ 妊娠又は出産等についての申出をしたことを理由として不利益取扱いを禁止する規定に違反し、
公表等の措置が講じられて６ヶ月を経過していない求人者

【３】令和４年10月１日施行
○求人の申込みを受理しないことができる場合が追加されました。

・ 出生時育児休業の申出を事業主が拒むことができない規定等に違反し、公表等の措置が講じら
れて６ヶ月を経過していない求人者

○求人等に関する情報の的確な表示に関する義務が課されることとなりました。
・ 求人に関する情報や求職者に関する情報、職業紹介事業の事業実績に関する情報を提供する
際、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはなりません。
・ 求人に関する情報や求職者に関する情報について、掲載の中止や内容の訂正の依頼があった
場合には遅滞なく対応しなければなりません。
・求人に関する情報や求職者に関する情報について、①定期的に求人者や求職者に最新かどうか
確認する、又は②情報の時点を明示する、いずれかの措置を講じなければなりません。

○求職者等の個人情報を利用するにあたって、業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明
らかにして利用しなければならないことになりました。

【４】令和６年４月１日施行
○募集する労働者の労働条件の他に、新たに従事すべき業務の変更の範囲などの事項についても

明示する事が必要となりました。

【５】令和７年４月１日
○常用就職の実績が多い上位５職種について、紹介手数料の率の実績を公開する義務が課されるこ

ととなりました。

○求人者に対する違約金規約を設けている場合には、規約の明示に関する義務が課されることとなり
ました。
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様式例第１号 

業務の運営に関する規程 

 

                                        株式会社○○○○ 横浜支店 

 

第１ 求   人 

１ 本所は、（取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理 

 します。 

  ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労 

働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令（労働基準法及び職業安定 

法等）違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。 

 ２ 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込 

みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支え 

ありません。 

 ３ 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の 

交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施につ 

いて緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等によ 

る明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明 

示してください。 

 

 ４ 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受け 

ました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。 

 

 

第２ 求   職 

１  本所は、（取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理 

します。 

 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。 

２  求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申し込みください。 

３  常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をし 

ておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。 

 ４  （取扱の職種の範囲等が、芸能家、家政婦（夫）、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキン

の場合）求職受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん 

  申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。 

 

 

 

第３ 紹   介 

 １  求職の方には、職業安定法第２条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御

希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。 

 ２  求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。 

記載例 

事業所ごとに作成すること

届出制手数料で事務費用を徴収する場合は事務費用に訂正すること

※項目４は、求人受付時に事務費用や受付手数料を徴収しない場合は削除すること。

※項目４は、求職受付手数料を徴収しない場合は削除すること。

取扱職種の範囲の定めがない場合は、「国内、全
職種」と記載

範囲を定めた場合は定めた取扱職種（中分類）、
取扱地域等を記入すること
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３  紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時

間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若し

くは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要制があるためあ

らかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、あら

かじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 

 ４  求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して

求人者へ行っていただきます。 

 ５  いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。 

 ６  本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている

間は求人者に、紹介を致しません。 

 ７  就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料に基づき、紹介手数料を申し受けま

す。 

 

第４ そ の 他 

 １  本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者と連携を図りつつ、当該事業に係る

求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応致します。 

 ２  本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報

告をしてください。 

    また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から６箇

月以内に離職（解雇された場合を除く。）したか否かについて、求人者から本所に対して報告

してください。 

 ３  本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、

適正に取り扱います。 

 ４  本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示

又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保

つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった

場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するととも

に、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の

時点を明らかにする措置を講じます。 

 ５  本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務につい

て、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること

等を理由として差別的な取扱は一切致しません。 

 ６  本所の取扱職種の範囲等は、取扱職種：一般事務、会計事務、営業 取扱地域：神奈川県、

東京都です。 

 

 

 ７  本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職

業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおた

ずねください。 

○ 年 ○ 月 ○ 日 

                                       株式会社○○○○ 横浜支店 

                                       代表取締役 ○○ ○○  

取扱職種の範囲等を定めた場合は、取扱職種（職業分類の中分類）、取扱地域等を記載すること。範囲を定めな
い場合は、「取扱職種：国内 取扱地域：全職種」と記載すること。※様式第２号（職業紹介事業計画書）に記載した
「３ 職業紹介計画３の区分」と同じ。
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【参考例】（職業紹介事業者　→　求人者／求職者）

※ 求職者からは手数料は徴収いたしません。

求人者・求職者のみなさまへ

事業所名：●●●●

許可番号：１４－ユ－●●●●●●

　取扱職種の範囲等 取扱職種の範囲： 全職種 地域： 国内

　手数料に関する
　事項
　※右記手数料には、
　　消費税が含まれて
　　おりません。別途
　　加算になります。

　サービスの種類 手数料の額

　求人を受け付ける時の
　事務費用

　１０００円
　手数料負担者は求人者とします。

　求人受理後、求人者に
　求職者を紹介するサービス
　【職業紹介サービス】

成功報酬
【期間の定めのない雇用契約の紹介の場合】
　当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金
　（内定書や労働条件通知書に記載されている額）
　の○○％とする。
【期間の定めのある雇用契約の紹介の場合】
　当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用
　期間が１年を超える場合は最大１年間分）に
　支払われる賃金（内定書　や労働条件通知書に
　記載されている額）の○○％とする。
　
手数料負担者は求人者とします。
※届出手数料制の場合、別紙添付も可能

(注）･返金制度を設けていない場合は、設けていない旨の記載が必要です。

　　 ・令和７年４月１日より、違約金規定がある場合は、求人者への明示が必要となりました。（P．16参照）

　苦情の処理に
　関する事項

　求人者・求職者からの苦情については、誠意をもって対応いたします。
　苦情申出先：　職業紹介責任者●●●●
　　　　　　　　　　電話番号：　○○○-○○○-○○○○

　求人者の情報及び
　求職者の個人情報の
　取扱に関する事項

　１． 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、個人情報取扱責任者のみとする。
　　　個人情報取扱責任者は職業紹介責任者●●●●とする。
　２． 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う１に記載する事業所内の職員に対し、
　　　個人情報取扱いに関する教育・指導を年１回実施することとする。
　　　また、職業紹介責任者は、少なくとも５年に１回は職業紹介責任者講習会を
　　　受講するものとする。
　３． 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求
　　　があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的
　　　事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正
　　　（削除を含む。以下同じ。）の請求があったときは、当該請求が客観的事実に
　　　合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
　　　また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は
　　　求職者等への周知に努めることとする。
　４． 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出が
　　　あった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすること
　　　とする。
　　　なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、
　　　職業紹介責任者●●●●ととする。

　返戻金に関する事項

本所は返戻金制度を以下のとおり設けています（注）
　紹介した人材が自己都合退職した場合、原則として、以下の割合により紹介手数料の
　一部を返戻いたします。
　　・ 入社後１ヶ月以内に自己都合退職した場合、○○％
　　・ 入社後１ヶ月を超えて３ヶ月以内に自己都合退職した場合、○○％
　　・ 入社後３ヶ月を超えて６ヶ月以内に自己都合退職した場合、○○％
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【参考例】（求人者→職業紹介事業所）

様

（求人者）　株式会社

担当：

[変更の範囲]

始業 時 分 　～ 終業 時 分

時 分 　～ 時 分 （

　 有 （ ） 無

昇給に関する事項

就業時間

休憩時間

休日

時間外労働

月平均　　時間

(注）試用期間と本採用が１つの労働契約であっても、試用期間中と本採用後で労働条件が異なる場合、それぞれの労働条件を明示しなければな

りません。また、有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合には、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければなりま

せん。

　【電話受付の場合』受付日：　　　　　　　　　　　　　　　　　聴取者氏名：　　　　

補足事項

加入保険 　健康保険　　　　厚生年金保険　　　　労災保険　　　　雇用保険

（特記事項） 求人受理年月日　年　月　日（求人内容再確認年月日　　年　月　日）

雇用形態

就業場所における受動

喫煙防止措置の状況

　屋内禁煙　      屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）      敷地内禁煙（喫煙場所　有・無）

   その他（　　　　　　　　　　　　　　）

[雇入れ直後]

求人申込書　

以下の求人を申し込みます。

　　年　　月　　日

　　有　：

無

（貴所）

求人票

募集者の

氏名又は名称

業務内容

[雇入れ直後]

[変更の範囲]

契約期間

　　無期雇用

賃　　金

基本給（月給・日給・時間給）　 　　　　円（ただし、試用期間中は　万円）

通勤手当

　　有期雇用：雇用契約期間（　年　月　日　～　年　月　日　）

　　契約の更新 　　無

　　　　円

　　　　分）

定額的に支払われる手当　　　　　　　　円

　　有：更新する場合の規準[　　　　　　　　　　　　]

　　　　通算契約期間の上限[　]年　更新回数の上限[　]回

期間○か月[試用期間中の労働条件の変更　有・無(注）]
試用期間

就業場所

有期雇用契約を更新する場合の基準を記載
通算契約期間または更新回数に上限がある場合にはその上限についても記載

※ 将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約の期間中における変更の範囲を記載

※ 将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約の期間中における変更の範囲を記載

※ 複数の就業場所が予定されている場合はそれぞれの状況、派遣求人の場合は派遣先の状況を明示

※ 派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨を明示

※ 時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度（いわゆる「固定残業代」を採用する場合は、以下のよ

うな記載が必要

①基本給××円（②の手当を除く額）、②□□手当（時間外労働の有無に関わらず○時間分の

時間外手当として△△円を支給）、③○時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給

※ 裁量労働制が適用される場合、以下のような記載が必要
「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます」
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【参考例】（職業紹介事業所→求職者）

様

株式会社

担当：〇〇

[変更の範囲]

始業 時 分 　～ 終業 時 分

時 分 　～ 時 分 （

　 有 （ ） 無

昇給に関する事項

(注）試用期間と本採用が１つの労働契約であっても、試用期間中と本採用後で労働条件が異なる場合、それぞれの労働条件を明示しなければな

りません。また、有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合には、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければなりま

せん。

雇用形態

求人受理年月日　 年 月 日（求人内容再確認年月日　 年 月 日）（特記事項）

就業場所における受動

喫煙防止措置の状況

　屋内禁煙　 屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）

   敷地内禁煙（喫煙場所　有・無）　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

加入保険 　 健康保険　　　　厚生年金保険　　　　労災保険　　　　雇用保険

就業時間

休日

休憩時間 　　　　分）

時間外労働

月平均　 時間

賃　　金

基本給（月給・日給・時間給）　 　　　　円（ただし、試用期間中は  万円）

定額的に支払われる手当　　　　　　　　円

通勤手当 　　　　円

業務内容

[雇入れ直後]

[変更の範囲]

試用期間

就業場所

[雇入れ直後]

契約期間

　　無期雇用

　　有　： 期間 か月[試用期間中の労働条件の変更　有・無(注）]

無

　　有期雇用：雇用契約期間（　年　月　日　～　年　月　日　）

　　契約の更新 　　無

　　有：更新する場合の規準[　　　　　　　　　　　　]

　　　　通算契約期間の上限[　]年　更新回数の上限[　]回

募集者の

氏名又は名称

求職者への労働条件明示

（求職者氏名） 　　年　　月　　日

職業安定法第5条の3により、この書面にて職業紹介を実施する労働条件等を明示します。

求人票

※ 将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約の期間中における変更の範囲を記載

有期雇用契約を更新する場合の基準を記載
通算契約期間または更新回数に上限がある場合にはその上限についても記載

※ 将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約の期間中における変更の範囲を記載

※ 裁量労働制が適用される場合、以下のような記載が必要
「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます」

※ 時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度（いわゆる「固定残業代」を採用する場

合は、以下のような記載が必要

①基本給××円（②の手当を除く額）、②□□手当（時間外労働の有無に関わらず○時間分の

時間外手当として△△円を支給）、③○時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給

※ 派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨を明示

※ 複数の就業場所が予定されている場合はそれぞれの状況、派遣求人の場合は派遣先の状況を明示
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①求人者の氏名又は事業所名称 ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

②所　　在　　地 受付年月日

⑤

有効期間
転職勧奨禁
止期間

(株)神奈川労働
　　　システムズ

○.5.1
～△.4.30

総務課　佐藤
045-650-××××

横浜工業(株)

人事部　田中
045-250-××××

○.7.31離職神奈川　太郎
採用・
不採用

○.5.1
☑無期
□有期

（ｂ）返戻金制度に基づく返金で確
認
・6か月以内の離職による返金
　☑返戻金有　　　□返戻金無

○.5.1
～△.4.30

横浜　花子
採用・
不採用

○.5.1
☑無期
□有期

(a)調査により確認
・6か月以内に離職したか
　□離職　☑離職せず　□不明
・調査日：○.12.10
・調査方法：電話

採用・
不採用

□無期
□有期

時給・日給・月給

 (          円
　　　～          円)

採用・
不採用

□無期
□有期

採用・
不採用

□無期
□有期

時給・日給・月給

 (          円
　　　～          円)

採用・
不採用

□無期
□有期

横浜市西区▲▲
6-8-2

○.5.12～
○.7.31

○.6.20 川崎　大助
採用・
不採用

○.8.1
□無期
☑有期

時給・日給・月給

 (  1,300 円
　　　～ 1,500  円)

○.6.1 戸塚　一郎
採用・
不採用

□無期
□有期

2020023

○.5.12

1人 機械組立
横浜市磯子区
●●-15

○.8.1～
○.12.31

横浜市中区尾上町
5-77-2
大和地所馬車道ビル2
階

○.4.1～
○.6.30

○.4.20

○.4.15

2020022

○.4.1

2人
ＣＡＤオペ
レーター

横浜市中区北
仲通5-57

期間の定め
なし

時給・日給・月給

 (250,000 円
　　　～300,000 円)

賃　金③連 絡 担 当 者
　連絡先電話番号

【参考例】 求人管理簿

求人受理
整理番号

⑪職業紹介の取扱状況

備　考
求人数 職　種 就業場所 雇用期間

雇用期間
無期雇用就職者に関する事項等

6か月以内の離職状況
（a)（b）のいずれかを記載

紹介年月日 求職者氏名
採用・
不採用

採用年月日

（注）無期雇用就職者に該当する場合は記

載すること

(a)調査により確認
・6か月以内に離職したか
　□離職　☑離職せず　□不明
・調査日：○.11.10
・調査方法：電話
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④ ⑤

受付年月日

⑥
求人受理整理番号

有効期間 求人事業所名称
転職勧奨
禁止期間

6か月以内の離職状況
（a)（b）のいずれかを記載

2020022

2020022

求職管理簿

(a)調査により確認
・6か月以内に離職したか
　□離職　☑離職せず　□不明
・調査日：○.11.10
・調査方法：電話

○.5.1

備考
求職希望職種①

②
③

求 職 者 氏 名
住 所
生 年 月 日

紹介年月日
採用・
不採用

採用年月日 返戻金

無期雇用就職者に関する事項等

【参考例】

雇用期間

3001

CAD
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

○.4.5

○.4.15
採用・
不採用

横浜　花子

㈱神奈川労働システムズ
横浜市中区××１－２

○.4.5
～○.6.30

S50.1.1

○.5.1

求　　　職　　　番　　　号 ⑦職業紹介取扱状況

○.5.1
～

△.6.30

4.21面接
4.25採用連絡有

■無期
□有期

（ｂ）返戻金制度に基づく返金で確認
・6か月以内の離職による返金
　☑返戻金有　　　□返戻金無

有

4.21面接
4.25採用連絡有

■無期
□有期

○.5.1
～

△.6.30

3002

CAD
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

○.4.10

○.4.20
採用・
不採用

神奈川　太郎

㈱神奈川労働システムズ横浜市西区●●３－５ ○.4.10
～

○.6.30S42.5.20

無
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手数料管理簿

① ② ③

支払者氏名または事業所名称 徴収年月日 手数料の種類 手数料額
第二種特別加入保険

料に係る手数料

○○㈱ ○.6.27
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料
182,210 振込

㈱○○ ○.7.30
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料
507,000 振込

求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

求人受付事務費1,000円
成功報酬(○○　○○分）
賃金総額230万円×20%×10%=506,000円

【参考例】

④手数料 ⑤手数料の算出根拠

備　考
賃金、手数料割合等

求人受付手数料710円
紹介手数料(○○　○○分）
賃金総額150万円×11%×10％=181,500円

求人受付手数料+上限制手数料を徴収する事業所の場合

届出制手数料を徴収する

消費税分



厚生労働省のホームページのご案内
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下記URLを入力又は右のQRコードを読み取ってください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/haken-shoukai/shoukainitsuite.html
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